
　

昨
年
の
４
月
か
ら
ご
み
の
区
分
に
衣

類
・
毛
布
類
を
新
設
し
ま
し
た
が
、
出
さ

れ
た
ご
み
の
中
に
、
処
理
不
適
物
が
混
在

し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
次
の

こ
と
を
お
願
い
し
ま
す
。

○

電
気
毛
布
や
電
気
カ
ー
ペ
ッ
ト
は
出
さ

な
い
で
く
だ
さ
い
。（
も
や
さ
な
い
ご

み
の
日
に
出
し
て
く
だ
さ
い
）

○

電
池
、
電
気
コ
ー
ド
、
皮
ベ
ル
ト
な
ど

が
交
ざ
っ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ご
み
出
し
の
前
に
、
処
理
不
適
物
が
交

ざ
っ
て
い
な
い
か
、
今
一
度
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

○

下
着
、
靴
下
、
手
袋
、
ハ
ン
カ
チ
、
タ

手
続
き

　

該
当
と
思
わ
れ
る
方
に
は
確
認
書
を
送

付
し
ま
す
の
で
、
内
容
を
確
認
し
、
返
送

し
て
く
だ
さ
い
。

返
送
期
限

　
確
認
書
の
発
送
日
か
ら
３
カ
月
以
内

【
家
計
急
変
世
帯
】

支
給
対
象

　
次
の
①
②
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
世
帯

①
令
和
４
年
１
月
以
降
、
家
計
が
急
変
し
、

同
一
の
世
帯
に
属
す
る
方
全
員
が
、
令

和
４
年
度
分
の
住
民
税
が
非
課
税
で
あ

る
世
帯
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
世
帯
。

②
令
和
３
年
度
住
民
税
非
課
税
世
帯
等
に

対
す
る
臨
時
特
別
給
付
金
を
受
け
取
っ

て
い
な
い
世
帯

手
続
き

　

地
域
介
護
課
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
際
に
①
本
人
確
認
書
類
②
令
和
４
年

１
月
以
降
の
直
近
の
１
カ
月
の
収
入
ま
た

は
所
得
が
確
認
で
き
る
書
類（
給
与
明
細
の

写
し
な
ど
）。
③
支
給
を
希
望
す
る
金
融

機
関
口
座
の
通
帳
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
期
限

　
12
月
28
日
㈬

内
閣
府
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

受
付
時
間　
９
時
~
20
時

フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

０
１
２
０-

５
２
６-

１
４
５

　

不
明
な
点
は
地
域
介
護
課
へ
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。

　

令
和
３
年
度
住
民
税
非
課
税
世
帯
等
に

対
す
る
臨
時
特
別
給
付
金
を
受
給
し
て
い

な
い
非
課
税
世
帯
に
対
し
て
10
万
円
の
臨

時
特
別
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

【
住
民
税
非
課
税
世
帯
等
】

支
給
対
象

　

次
の
①
②
③
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

世
帯

①
令
和
４
年
６
月
１
日
時
点
で
市
内
に
住

ん
で
い
る
世
帯

②
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
方
全
員
が
、
令

和
４
年
度
分
の
住
民
税
が
非
課
税
と

な
っ
て
い
る
世
帯
（
住
民
税
が
課
税
さ

れ
て
い
る
方
の
扶
養
親
族
な
ど
の
み
で

構
成
さ
れ
る
世
帯
は
除
く
）

③
令
和
３
年
度
住
民
税
非
課
税
世
帯
等
に

対
す
る
臨
時
特
別
給
付
金
を
受
け
取
っ

て
い
な
い
世
帯

オ
ル
（
バ
ス
タ
オ
ル
以
外
）
は
、
布
類

と
し
て
「
も
や
す
ご
み
の
日
」
に
出
し

て
く
だ
さ
い
。

　
衣
類
・
毛
布
類
は
細
か
く
し
て
固
形
燃

料
に
し
て
い
ま
す
。
適
切
な
ご
み
の
処
理

の
た
め
に
も
、ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

No.
50

衣
類・毛
布
類
の
ご
み
出
し
は
適
切
に
―

交
ぜ
な
い
で
処
理
不
適
物 

～
電
池
や
ベ
ル
ト
が
入
っ
て
い
る
こ
と
が
～

問
い
合
わ
せ

　

環
境
整
備
課
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー　

☎
52
５
１
０
１

令和３年度の給付金を
受けていない世帯の方へ10万円の
給付金
令和４年度住民税非課税世帯等に
対する臨時特別給付金―

問い合わせ　地域介護課　☎59-2152

● 「衣類・毛布類」は月１回収集（１月
を除く）

　毛布、シーツ、薄手の布団、衣類、
　ビニールシート、カーテン、
　布製の玄関マット、バスタオルなど
　 （衣類のボタンやファスナーはついた

まま出せます）

「ひろしま環境の日」一斉行動
毎月第１土曜日は「ひろしま環境の日」です。

環境整備課 ☎59-２１５４
家庭で、職場で、できることからはじめましょう。

9月のテーマ9月のテーマ
やってみよう省エネ生活！
～こまめに水を止めよう～

対　

象

　

中
小
事
業
者
な
ど
で
、
次
の
事
業
ご
と

の
要
件
を
全
て
満
た
す
方

【
商
品
開
発
・
改
良
事
業
】

①
商
品
を
販
売
ま
た
は
製
造
す
る
事
業
所

が
市
内
に
あ
る

②
市
税
の
滞
納
が
な
い

③
市
内
で
事
業
を
１
年
以
上
継
続
し
て
い

る

④
支
援
機
関
な
ど
の
支
援
を
受
け
て
い
る

⑤
大
竹
生
ま
れ
商
品
と
し
て
登
録
し
、
新

商
品
な
ど
の
販
売
を
開
始
し
た
日
か
ら

２
年
以
内
に
市
の
ふ
る
さ
と
納
税
返
礼

品
と
す
る
た
め
の
手
続
き
を
行
う

【
販
路
拡
大
事
業
】

①
商
品
を
販
売
ま
た
は
製
造
す
る
事
業
所

が
市
内
に
あ
る

②
市
税
の
滞
納
が
な
い

【
創
業
に
係
る
事
業
】

①
補
助
金
を
募
集
す
る
年
度
内
に
市
内
で

創
業
し
よ
う
と
す
る
方
、
ま
た
は
創
業

し
た
方

②
商
品
を
販
売
ま
た
は
製
造
す
る
事
業
で

あ
る

③
税
の
滞
納
が
な
い

④
支
援
機
関
な
ど
の
支
援
を
受
け
て
い
る

⑤
市
内
で
事
業
を
営
ん
で
い
な
い
方
が
新

た
に
事
業
を
開
始
す
る

補
助
金
の
対
象
経
費
と
上
限
額

　

各
事
業
の
補
助
対
象
経
費
（
税
込
み
）

の
２
分
の
１
以
内
（
１
０
０
０
円
未
満
切

り
捨
て
）

【
商
品
開
発
・
改
良
事
業
】

　

調
査
研
究
費
、
開
発
費
、
借
損
料
、
資

料
購
入
費
、
通
信
運
搬
費
、
委
託
費
（
補

助
金
上
限
額
は
２
５
０
万
円
）

【
販
路
拡
大
事
業
】

　

委
託
費
、
印
刷
製
本
費
、
旅
費
、
通
信

運
搬
費
、
出
展
料
、
使
用
料
（
補
助
金
上

限
額
10
万
円
）

【
創
業
に
係
る
事
業
】

　

店
舗
な
ど
の
改
装
費
（
市
内
事
業
者
が

問
い
合
わ
せ

　

県
立
農
業
技
術
大
学
校
教
務
課

　

☎
０
８
２
４
72
０
０
９
４

学
科
と
定
員　
本
科
40
人
程
度

○

園
芸
課
程
（
野
菜
・
花
き
コ
ー
ス
、
落

葉
果
樹
コ
ー
ス
）

○

畜
産
課
程
（
肉
用
牛
コ
ー
ス
）

修
業
年
限　
２
年

入
学
資
格　

将
来
農
業
に
従
事
し
よ
う
と

す
る
方
お
よ
び
農
業
・
農
村
の
担
い
手
を

目
指
す
方
で
、
高
卒
ま
た
は
同
等
以
上
の

学
力
の
あ
る
方

学
費
な
ど
（
令
和
４
年
度
）

授
業
料

　
11
万
８
８
０
０
円
（
年
額
）

学
生
寮
費

　
12
万
７
２
０
０
円
（
年
額
）

施
工
す
る
場
合
限
定
）、
家
賃
、
印
刷
製

本
費
、
委
託
費
（
補
助
金
上
限
額
60
万
円
）

申
し
込
み

　

９
月
１
日
㈭
か
ら
30
日
㈮
ま
で
に
必
要

書
類
を
添
え
て
申
請
書
を
産
業
振
興
課

へ
。

※
申
請
書
な
ど
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

入
試
方
法

【
推
薦
入
試
】

○

願
書
受
付
期
間　

　
９
月
12
日
㈪
~
10
月
６
日
㈭

○

試
験
日　
10
月
20
日
㈭

【
一
般
入
試
（
前
期
）】

○

願
書
受
付
期
間

　
11
月
18
日
㈮
~
12
月
８
日
㈭

○

試
験
日　
12
月
22
日
㈭

【
一
般
入
試
（
後
期
）】

○

願
書
受
付
期
間

　
１
月
27
日
㈮
~
２
月
13
日
㈪

○

試
験
日　
２
月
28
日
㈫

【
社
会
人
特
別
入
試
】

○

願
書
受
付
期
間

　
10
月
３
日
㈪
~
12
月
８
日
㈭

○

試
験
日　
12
月
22
日
㈭

地域経済活性化事業補助金の補助対象
者を追加で募集します。なお、申請を
希望する方は、事前に産業振興課に相
談してください。
対象など詳細は、市ホームページを確
認してください。

こちらから市ホームページ
を確認できます。

追
加
募
集
し
ま
す

地
域
経
済
活
性
化
事
業

　
　
　
　

問
い
合
わ
せ　

産
業
振
興
課　

☎
59
２
１
３
１

補助金

農
業
に
取
り
組
む
人
を
養
成

受
験
案
内
県
立
農
業
技
術
大
学
校

2021 OTAKE 2022（令和4）.9OTAKE 2022（令和4）.9



　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
は
２
つ
の
有

効
期
限
が
あ
り
ま
す
。

　
﹁
カ
ー
ド
の
有
効
期
限
﹂
と
﹁
電
子
証

明
書
の
有
効
期
限
﹂
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
有

効
期
限
の
３
カ
月
前
か
ら
更
新
手
続
き
が

で
き
ま
す
。
有
効
期
限
の
２
カ
月
前
に
は

﹁
有
効
期
限
通
知
書
﹂
を
送
付
し
て
い
ま

す
の
で
、
更
新
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

（﹁
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
有
効
期
限
﹂

の
表
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
）

　

更
新
の
際
は
、
今
ま
で
の
カ
ー
ド
を
返

納
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
更

新
前
に
紛
失
な
ど
で
カ
ー
ド
の
返
納
が
で

き
な
い
場
合
は
交
付
手
数
料
（
８
０
０
円
、

電
子
証
明
書
発
行
を
希
望
す
る
方
は
別
途

２
０
０
円
）
が
か
か
り
ま
す
。

電
子
証
明
書
の
有
効
期
限

　

電
子
証
明
書
発
行
日
か
ら
﹁
５
回
目
の

誕
生
日
ま
で
﹂
で
す
。

　

カ
ー
ド
の
有
効
期
限
よ
り
先
に
電
子
証

明
書
の
有
効
期
限
が
到
来
す
る
方
は
、
電

子
証
明
書
の
み
の
更
新
が
必
要
で
す
。
市

民
税
務
課
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。
カ
ー

ド
と
設
定
し
た
暗
証
番
号
の
入
力
が
必
要

で
す
。

外
国
人
住
民
の
方
の
有
効
期
限

　

中
長
期
在
留
者
（
永
住
者
、
高
度
専
門

職
第
２
号
を
除
く
）
の
方
に
つ
い
て
は
、

在
留
期
間
（
満
了
日
）
が
有
効
期
限
と
な

り
ま
す
。
在
留
期
間
の
更
新
手
続
き
が
完

了
し
ま
し
た
ら
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

の
有
効
期
限
前
に
有
効
期
限
を
変
更
す
る

手
続
き
に
、
市
民
税
務
課
ま
で
お
越
し
く

だ
さ
い
。
カ
ー
ド
と
設
定
し
た
暗
証
番
号

の
入
力
が
必
要
で
す
。

　

有
効
期
限
ま
で
に
変
更
の
手
続
き
を
し

な
か
っ
た
場
合
、
カ
ー
ド
は
失
効
し
ま
す
。

　

失
効
後
、
カ
ー
ド
を
再
発
行
す
る
場
合

は
、
交
付
手
数
料
（
８
０
０
円
、
電
子
証

明
書
発
行
を
希
望
す
る
方
は
別
途
２
０
０

円
）
が
か
か
り
ま
す
。

　ＱＲコード付き交付申請書をお持ちの方も、
お持ちでない方も、スマホをお持ちでない方も
ケータイショップスタッフが申請完了までしっ
かりサポートしてくれます。

実施店舗はこちら
○ドコモショップゆめタウン大竹店
○ａｕショップゆめタウン大竹
○ソフトバンク大竹晴海
○ワイモバイルゆめタウン大竹
※来店予約が必要な場合があります。事前に各
ショップに問い合わせてください。
　申請手続きが完了したら、あとは市民税務課
からの交付通知書（はがき）を待つだけ。
　ケータイショップでの申請から通知書が届く
までおおむね１カ月程度。
※マイナンバーカードの申請が一定期間内に集
中したり、市民税務課の窓口が混雑していたり
する場合は、これ以上の時間がかかる場合があ
ります。
　交付通知書が届いたら本人確認書類など必要
なものをそろえて、市民税務課までカードを受
け取りに来てください。
　平日や日中の受け取りが難しい方は、月４日
程度夜間・休日の時間外受取窓口を開設します
ので、ぜひ利用してください。（詳
しい日時は市ホームページをご
覧ください）

知ろうよ マイナンバー＃６

マイナンバーカードに
２つの有効期限

問い合わせ　市民税務課　☎59-2143

今なら手軽に！
ケータイショップでマイナンバーカード

問い合わせ　市民税務課　☎59-2143

マイナンバーカードの有効期限

カードの有効期限はコチラ

電子証明書の有効期限はコチラ
（記入できるようになっています）

カード申請日が
令和４年４月

以降

18歳以上の方 カード発行日
（製造日）から

１０回目の
誕生日まで

17歳以下の方 カード発行日
（製造日）から

５回目の
誕生日まで

カード申請日が
令和４年３月

以前

20歳以上の方 カード発行日
（製造日）から

１０回目の
誕生日まで

19歳以下の方 カード発行日
（製造日）から

５回目の
誕生日まで

突
然
の
水
漏
れ

Ｃ
．
止
水
栓
を
閉
め
て
水
を
止
め
る

　

ま
ず
は
落
ち
着
き
ま
し
ょ
う
。
止
水
栓

を
止
め
れ
ば
水
は
止
ま
り
ま
す
。
慌
て
て

見
つ
け
た
事
業
者
に
連
絡
す
る
と
、
実
際

の
料
金
・
サ
ー
ビ
ス
内
容
が
広
告
や
説
明

と
異
な
り
、
高
額
な
費
用
を
請
求
さ
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

賃
貸
物
件
の
場
合

　
管
理
会
社
に
連
絡
し
ま
し
ょ
う
。

持
ち
家
の
場
合

　

自
治
体
が
地
元
の
修
理
業
者
を
紹
介
し

て
い
な
い
か
確
認
し
、
複
数
社
か
ら
修
理

の
見
積
も
り
を
取
っ
て
検
討
し
ま
し
ょ
う
。

（
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
チ
ラ
シ
﹁
こ
ん
な

と
き
ど
う
す
る
﹂
よ
り
）

Ａ
３

電
話
勧
誘
販
売

　

突
然
電
話
が
か
か
っ
て
き
て
﹁
電
話
料

金
が
安
く
な
り
ま
す
。
弊
社
と
の
契
約
に

か
え
ま
せ
ん
か
？
﹂
と
勧
誘
さ
れ
た
と
き

は
ど
う
す
る
？

Ａ
.
詳
し
く
話
を
聞
い
て
考
え
る

Ｂ
. 

と
り
あ
え
ず
、
資
料
を
送
っ
て
も
ら

う

Ｃ
.
す
ぐ
き
っ
ぱ
り
断
る

Ｑ
１

訪
問
販
売

　

突
然
や
っ
て
き
た
事
業
者
に
﹁
２
階
の

瓦
が
ず
れ
て
い
る
の
で
、
無
料
で
点
検
し

ま
す
よ
。
保
険
で
修
理
が
で
き
ま
す
よ
﹂

と
言
わ
れ
た
と
き
は
ど
う
す
る
？

Ａ
.
無
料
点
検
を
受
け
て
み
る

Ｂ
.
ド
ア
を
開
け
ず
に
断
る

Ｃ
. 

家
族
が
い
る
と
き
に
点
検
し
て
も
ら

う
突
然
の
水
漏
れ

　

夜
に
家
の
ト
イ
レ
の
水
が
止
ま
ら
な
く

な
っ
た
と
き
は
ど
う
す
る
？

Ａ
. 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
修
理
業
者
を
探

し
て
連
絡
す
る

Ｂ
. 

ポ
ス
ト
に
入
っ
て
い
た
チ
ラ
シ
の
修

理
業
者
に
連
絡
す
る

Ｃ
. 

止
水
栓
を
閉
め
て
水
を
止
め
る

Ｑ
２

Ｑ
３

◎
こ
た
え電

話
勧
誘
販
売

Ｃ
．
す
ぐ
き
っ
ぱ
り
断
る

　

話
が
長
く
な
ら
な
い
う
ち
に
話
を
打
ち

切
り
、
き
っ
ぱ
り
断
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ

で
も
し
つ
こ
い
勧
誘
を
さ
れ
た
場
合
、﹁
い

り
ま
せ
ん
﹂﹁
興
味
が
あ
り
ま
せ
ん
﹂﹁
電

話
を
切
り
ま
す
。
も
う
電
話
を
か
け
て
こ

な
い
で
く
だ
さ
い
﹂
と
遠
慮
せ
ず
き
っ
ぱ

り
断
り
ま
し
ょ
う
！

訪
問
販
売

Ｂ
．
ド
ア
を
開
け
ず
に
断
る

　

保
険
が
下
り
る
保
証
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ド
ア
を
開
け
ず
に
断
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ

で
も
、
し
つ
こ
く
勧
誘
さ
れ
た
場
合
、﹁
お

帰
り
く
だ
さ
い
。
今
後
の
勧
誘
は
一
切
お

断
り
し
ま
す
﹂
と
遠
慮
せ
ず
は
っ
き
り
断

り
ま
し
ょ
う
！

Ａ
１

Ａ
２

消費者
シリーズ
消費者
シリーズ
No.256No.256 こ

ん
な
と
き
ど
う
す
る
？
ク
イ
ズ
〜
！

く
ら
し
の
ト
ラ
ブ
ル
を
防
ぐ
方
法
を

考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

こんな断り方はダメ
・忙しいので・結構です
・よく分からない・いいです

問
い
合
わ
せ

　

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
︵
産
業
振
興
課
内
︶　

☎
57
３
２
３
６

　
︻
相
談
日
︼
火
・
金
曜
日
︵
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
︶

　
　
　
　
　

 

９
時
～
12
時
・
13
時
～
16
時
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﹁
障
害
者
虐
待
の
防
止
、
障
害
者
の
養

護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
﹂

は
、
障
害
者
虐
待
の
防
止
、
養
護
者
に
対

す
る
支
援
な
ど
に
関
す
る
施
策
を
促
進

し
、
障
害
者
の
権
利
利
益
の
擁
護
に
資
す

る
こ
と
と
法
の
目
的
を
定
め
て
い
ま
す
。

障
害
者
と
は

　
身
体
障
害
、知
的
障
害
、精
神
障
害
（
発

達
障
害
を
含
む
）
そ
の
他
心
身
の
機
能
に

障
害
が
あ
る
人
で
、
障
害
や
社
会
的
障
壁

に
よ
っ
て
生
活
に
相
当
な
制
限
を
受
け
る

人
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。

障
害
者
虐
待
の
種
類

○

養
護
者
に
よ
る
虐
待

○
 

障
害
者
福
祉
施
設
従
事
者
等
に
よ
る
虐

待

○

使
用
者
に
よ
る
虐
待

養
護
者
と
は

　

障
害
者
の
身
辺
の
世
話
や
身
体
介
助
、

金
銭
の
管
理
な
ど
を
行
っ
て
い
る
障
害
者

の
家
族
、
親
族
、
同
居
人
な
ど
の
こ
と
で

す
。

障
害
者
福
祉
施
設
従
事
者
等
と
は

　

障
害
者
総
合
支
援
法
な
ど
に
規
定
す
る

﹁
障
害
者
支
援
施
設
﹂
ま
た
は
﹁
障
害
者

福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
﹂
に
関
す
る
業
務

に
従
事
す
る
人
が
該
当
し
ま
す
。

使
用
者
と
は

　

障
害
者
を
雇
用
す
る
事
業
主
ま
た
は
事

業
の
経
営
担
当
者
そ
の
他
労
働
者
に
関
す

る
事
項
に
つ
い
て
事
業
主
の
た
め
に
行
為

を
す
る
人
が
該
当
し
ま
す
。

障
害
者
虐
待
の
例

身
体
的
虐
待

　
殴
る
・
け
る
・
食
事
を
与
え
な
い
な
ど

性
的
虐
待

　
わ
い
せ
つ
な
映
像
な
ど
を
見
せ
る
な
ど

心
理
的
虐
待

　
﹁
何
度
言
っ
た
ら
わ
か
る
の
？
﹂
な
ど

心
を
傷
つ
け
る
こ
と
を
繰
り
返
す
な
ど

放
棄
・
放
置

　

失
禁
な
ど
の
放
置
・
話
し
か
け
ら
れ
て

も
無
視
す
る
な
ど

経
済
的
虐
待

　

年
金
な
ど
の
流
用
や
財
産
の
不
適
切
な

処
分
な
ど

虐
待
を
知
っ
た
ら
通
報
窓
口
へ

　

虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
障
害
者
を

発
見
し
た
人
は
、
次
の
通
報
窓
口
に
通
報

し
て
く
だ
さ
い
。
虐
待
を
受
け
た
障
害
者

が
通
報
窓
口
に
届
け
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

通
報
窓
口　

福
祉
課

電
話　
☎
59
２
１
４
６

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

fukushi@
city.otake.hiroshim

a.jp

う
公
正
証
書
遺
言
と
、
遺
言
者
が
自
書
し

て
作
成
す
る
自
筆
証
書
遺
言
と
が
あ
り
ま

す
が
、
自
筆
遺
言
証
書
の
場
合
、
遺
言
者

の
死
亡
後
、
相
続
人
な
ど
に
発
見
さ
れ
な

い
な
ど
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
遺

言
制
度
の
活
用
が
進
ん
で
い
な
い
状
況
に

あ
り
ま
す
。

　

法
務
局
で
は
、
遺
言
者
が
自
書
し
た
自

筆
証
書
遺
言
書
を
保
管
す
る
制
度
を
開
始

し
て
い
ま
す
。
大
切
な
遺
言
を
保
管
す
る

方
法
と
し
て
本
制
度
を
活
用
し
て
く
だ
さ

い
。

　

保
管
申
請
の
手
続
き
な
ど
は
事
前
予
約

制
で
す
。
詳
し
く
は
、
広
島
法
務
局
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
、
ま
た
は
広
島
法
務
局
廿
日
市

支
局
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

障害者虐待の防止
―発見したら通報を―

問い合わせ　福祉課　☎59-2146

相続・遺言に関する
無料相談会
問い合わせ　広島司法書士会
　電話相談
　☎082-511-7196
　面談相談（要予約）
　☎082-221-5345

　相続・遺言に関する悩みを抱えた方への
相談会です。

と　き ところ

９月４日

（日）10時～16時

広島司法書士会
総合相談センター
（広島市中区
上八丁堀6-69）

10月２日

11月６日

12月４日

令和５年
２月５日

３月５日

福祉
の
とびら

福祉
の
とびら
No.98No.98

加
入
期
間
に
利
用
で
き
る
制
度

︻
保
険
料
の
追
納
制
度
︼

　
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
、
納
付
猶
予
、

学
生
納
付
特
例
の
承
認
を
受
け
た
期
間
が

あ
る
場
合
、
保
険
料
を
全
額
納
め
た
方
と

比
べ
、
老
齢
基
礎
年
金
（
65
歳
か
ら
受
け

ら
れ
る
年
金
）
の
受
け
取
り
額
が
少
な
く

な
り
ま
す
。

　

将
来
受
け
取
る
老
齢
基
礎
年
金
を
増
額

す
る
た
め
に
、
免
除
な
ど
の
承
認
を
受
け

た
期
間
の
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
10
年
以

内
で
あ
れ
ば
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
る
（
追

納
）
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
免
除
な
ど
の
承
認
申
請
を
受

け
た
期
間
の
翌
年
度
か
ら
起
算
し
て
３
年

度
目
以
降
の
追
納
の
場
合
、
当
時
の
保
険

料
額
に
一
定
の
加
算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま

す
。

︻
付
加
保
険
料
制
度
︼

　

国
民
年
金
の
一
般
保
険
料
に
加
え
て
付

加
保
険
料
（
月
々
４
０
０
円
）
を
納
め
る

こ
と
に
よ
り
、
老
齢
基
礎
年
金
に
付
加
年

金
が
上
乗
せ
さ
れ
る
制
度
で
す
。

　

付
加
保
険
料
を
納
め
た
期
間
が
あ
る
場

合
は
、
付
加
保
険
料
納
付
済
月
数
に

２
０
０
円
を
乗
じ
た
額
が
老
齢
基
礎
年
金

（
年
額
）
に
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

︻
任
意
加
入
制
度
︼

　

老
齢
基
礎
年
金
は
、
20
歳
か
ら
60
歳
に

な
る
ま
で
の
40
年
間
保
険
料
を
納
め
な
け

れ
ば
、
満
額
の
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。

　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
め
忘
れ
な
ど
に

よ
り
、
保
険
料
の
納
付
済
期
間
が
40
年
間

に
満
た
な
い
場
合
は
、
60
歳
か
ら
65
歳
に

な
る
ま
で
の
間
に
国
民
年
金
に
加
入
し

て
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
に
よ
り
、
満

額
に
近
づ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
る
た
め

に
は
保
険
料
の
納
付
済
期
間
や
保
険
料
の

免
除
期
間
な
ど
が
原
則
と
し
て
10
年
以
上

必
要
と
な
り
ま
す
が
、
こ
の
要
件
を
満
た

し
て
い
な
い
場
合
は
、
70
歳
に
な
る
ま
で

任
意
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
た

だ
し
、
昭
和
40
年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま

れ
た
方
に
限
ら
れ
ま
す
）

　

ま
た
、
海
外
に
在
住
す
る
日
本
国
籍
を

持
つ
方
も
国
民
年
金
に
任
意
加
入
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

受
給
開
始
時
期
に
利
用
で
き
る
制
度

︻
繰
り
下
げ
受
給
︼

　

老
齢
基
礎
年
金
・
老
齢
厚
生
年
金
は
、

希
望
す
れ
ば
、
本
来
の
受
給
開
始
年
齢
よ

り
も
遅
い
時
期
に
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
繰
り
下
げ
受
給
は
、66
歳
か
ら
75
歳
（
昭

和
27
年
４
月
１
日
以
前
生
ま
れ
の
方
は
70

歳
）
に
な
る
ま
で
の
間
に
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
繰
り
下
げ
受
給
の
請
求
を

し
た
時
点
（
月
単
位
）
に
応
じ
て
、
受
給

権
発
生
年
月
日
か
ら
繰
り
下
げ
し
た
月
数

ご
と
に
０・７
％
年
金
額
が
増
額
さ
れ
、
そ

の
増
額
率
は
生
涯
変
わ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

増
額
さ
れ
た
年
金
は
、
繰
り
下
げ
請
求
し

た
月
の
翌
月
分
か
ら
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

遺
言
と
は
、
自
分
の
大
切
な
財
産
を
大

切
な
人
に
確
実
に
託
す
た
め
に
行
う
、
遺

言
者
の
意
思
表
示
で
す
。
遺
言
が
な
い
た

め
に
、
相
続
を
巡
り
親
族
間
で
争
い
が
起

こ
る
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
遺
言

を
残
す
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
防

止
す
る
た
め
の
最
適
な
方
法
と
い
え
ま

す
。

　

遺
言
は
一
般
的
に
、
法
律
の
専
門
家
で

あ
る
公
証
人
に
依
頼
し
て
作
成
し
て
も
ら

法務局 大事な遺言書 預かります
自筆証書遺言書保管制度

問い合わせ
　広島法務局廿日市支局　☎0829-31-2164

年金
の
はなし

年金
の
はなし

年金
の
はなし

年金
の
はなし
№311№311

受
け
取
る
年
金
を

増
や
せ
る
制
度
と
は
―

問
い
合
わ
せ

　

広
島
西
年
金
事
務
所　

☎
０
８
２-

５
３
５-

１
５
０
５　
　

保
健
医
療
課　

☎
59
２
１
４
１
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